
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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ポイント制株主優待制度「明和地所プレミアム優待倶楽部」を導入 

 

明和地所株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：原田英明）は、株主の皆様の日頃からのご支援

に感謝するとともに、より多くの皆様に長期間当社株式を保有していただくこと、また当社が展開して

いる事業へのご理解を深めていただくことを目的として、株式会社ウィルズ（東京都港区、代表取締役

社長：杉本光生）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「明和地所

プレミアム優待倶楽部」を導入いたします。 

 

 

◆「明和地所プレミアム優待倶楽部」について 

毎年 3月 31日の株主名簿に記載又は記録される明和地所の株式 6単元（600株）以上を保有する株主

様を対象に、保有する株式数に応じ株主優待ポイントを進呈します。 

 

株主様の保有するポイント数に応じて、グルメやスイーツ、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど

特設サイトに掲載されている 5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。また、他

のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な株主優待共通コイン「WILLs Coin」と

の交換が可能です。 

 

優待商品はこちらの Webサイトでご紹介しています。 

https://meiwajisyo.premium-yutaiclub.jp/   

※「明和地所プレミアム優待倶楽部」でのポイント交換の開始は 2023年 5月上旬を予定しております。 

 

 

https://meiwajisyo.premium-yutaiclub.jp/


 

 

 

◆保有株式数に応じた株主優待ポイントを進呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※進呈条件：2023 年以降、毎年 3 月 31 日の株主名簿に、6 単元（600 株）以上保有する株主様として記載又は記録され

ること。 

※繰越条件：翌年 3月 31日時点において株主名簿に同一株主番号で連続 2回以上記載又は記録され、かつ 600株以上継

続保有されている場合にのみ繰り越せます（最大 1 回まで）。3 月末日の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義

変更及び相続等により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰越はできません。  

保有株式数 進呈ポイント数 

600 株 ～ 699 株 4,000 point 

700 株 ～ 799 株 6,000 point 

  800 株 ～ 1,499 株 12,000 point 

1,500 株 ～ 1,999 株 20,000 point 

2,000 株 ～ 2,499 株 25,000 point 

2,500 株 ～ 2,999 株 30,000 point 

3,000 株以上 50,000 point 



 

 

 

◆株式会社ウィルズについて 

株式会社ウィルズは、国内延べ 600社以上の上場企業に、国内外期間投資家及び個人投資家を対象とし

たマーケティングプラットフォームを提供しています。中核サービスであるプレミアム優待倶楽部は、

ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム

（WILLsVOTE）を通じ、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指していま

す。 

 

Webサイト：https://wills-net.co.jp/ 

プレミアム優待倶楽部 PORTAL：https://portal.premium-yutaiclub.jp/ 

 

 

【本件に関するお問い合わせ窓口】 

明和地所株式会社 経営企画本部 経営企画部 

電話 03-5489-2888／FAX 03-3780-3101 

https://wills-net.co.jp/
https://portal.premium-yutaiclub.jp/

